
 

船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年９月２９日 ０８時０８分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜
に い は ま

市新居浜港多喜浜
た き は ま

区 

新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位１７９°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５９.２′ 東経１３３°２０.２′） 

事故の概要  作業船はるしおは、北進中、新居浜港多喜浜区の浅所に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和３年１０月２５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 はるしお、６４トン 

 １３４１２８、深田サルベージ建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

損傷 船底外板に擦過傷、プロペラに曲損等 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、回航の目的で、‘新居浜港多喜

浜区の対岸距離約４００ｍ、可航水域幅約２７０ｍの水路’（以下

「本件水路」という。）を北進中、船長が本件水路中央付近で西岸に

回頭して着岸しようとしているフェリーを認めたので、同船の東側を

航行しようと右舵を取って航行したところ、本件水路の東岸付近の浅

所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

本船は、船長が会社と海上保安署に乗り揚げた旨を連絡した後、上

げ潮時に自力で離礁した。 

本船の喫水は、船首約１.４ｍ、船尾約２.５ｍであった。 

船長は、本事故時、本件浅所が存在することを知っていたものの、

本船がフェリーより小型の船であるのでフェリーと本件浅所との間を

航行できると思い、フェリーの方を見ながら航行していた。 

船長は、ＧＰＳプロッターに本件浅所が表示されていたものの、日

頃航行している海域なので、目測でも航行できると思い、ＧＰＳプロ

ッターを見ていなかったと、本事故後に思った。 

分析  本船は、北進中、フェリーが新居浜港多喜浜区の本件水路中央付近

で回頭して西岸に着岸しようとしている状況で、船長が、本船がフェ

リーと本件浅所との間を航行できると思い、右舵を取り、同船を見な

がら目測で航行したことから、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 



 

船長は、日頃航行している海域であることから、本船がフェリー

と本件浅所との間を航行できると思い、目測で航行したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、北進中、フェリーが新居浜港多喜浜区の本件水

路中央付近で回頭して西岸に着岸しようとしている状況で、船長が、

本船がフェリーと本件浅所との間を航行できると思い、右舵を取り、

同船を見ながら目測で航行したため、本件浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭い水路内の航行経路上で出入港操船中のフェリー等を

認めた場合には、同フェリー等の出入港操船が終わるまで安全な

水域で待機すること。 

・船長は、浅所が存在する狭い水路を航行する際には、目測で航行

せず、ＧＰＳプロッター等を活用するなどして安全な水域を航行

すること。 

 


